
「中小企業者等 DX・インボイス対応支援事業」公募要領 

 

１．事業名 

  「中小企業者等 DX・インボイス対応支援事業」 

  

２．事業の目的 

  新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響により、経営・ビジネス環境に大き

な変化が生じている中、生産性向上につながる取組を行う市内中小企業者を支援する

ため 

 

３．事業詳細 

 （１）受付期間  令和５年６月１２日（月） ～ 令和６年１月３１日（水） 

    ※先着順（予算が上限に達し次第終了） 

 

 （２）対象者 次に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者（中小企業基本法第２条第   

    １項に規定するもの） 

①法人にあっては市内に本店又は主たる事業所を、個人にあっては市内に主たる

事業所及び住所を有していること 

②市税に滞納がないこと（完納証明書による確認） 

③新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が５％以上減少していること 

※令和２年２月１日から直近１か月までのうち１月間の売上高と、前年同月の売上高と 

  を比して５パーセント以上減少していること 

ただし、開業後３月以上１年未満で、売上高を前年と比較することができない者は、 

開業後から直近１か月までのうち１月間の売上高と、連続する３月間の平均売上高を 

比して５パーセント以上減少していること 

 

上記にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助の対象としない 

①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員 

 （以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と   

 密接な関係を有する者 

②次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者 

 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出 

   を要する事業 

 イ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業 

 ウ 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認め 

   られる事業 

 エ 過去に中小企業者等販路開拓・DX 推進支援事業を活用した者 

 

 



 （３）対象事業  由布市商工会の支援を受けながら取り組む次の要件を満たすもの 

①生産性向上に繋がる取組であること 

②以下に該当する事業を行うものでないこと 

    ア 国、県又は市が助成する他の補助金等と重複する事業 

    イ 概ね１年以内に売上増加につながることが見込まれない事業 

 

 （４）上限額および割合 ３０万円／１社あたり 

  ①デジタル技術を活用した取組の場合 ４/５以内 

  ②適格請求書発行事業者が行う取組の場合１/２ 

  ③適格請求書発行事業者の内、免税事業者から適格請求書発行事   

   業者に転換した事業者が行う場合は１０/１０ 

 

 （５）採択件数  ３０社程度 

 

 （６）対象経費 

 内　　容

1 機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

2 広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報 媒体等を活用するため
に支払われる経費

3 展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

4 旅費 
事業の遂行に必要な情報収集（単なる視察・セミナー研修等参加 は除く）や各種調査を
行うため、および販路開拓（展示会等の会 場との往復を含む）等のための旅費

5 開発費 
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、
改良、加工するために支払われる経費

6 委託費
上記１．から5．に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委
託（委任）するために支払われる経費（例　インスタグラム等での広告掲載委託等）

7 外注費
上記１．から5．に該当しない経費であって、事業遂行に必要な 業務の一部を第三者に外
注（請負）するために支払われる経費（店舗の改装等）

経費区分

 

※汎用性の高いもの、通常の事業活動のための設備投資の費用、単なる取り替え更新の機

械装置等の購入、単なる会社の PR や営業活動に活用される広報、単に売上の増加や顧客の

獲得を主な目的とした費用等は補助対象外。 

 

 （７）申請および事業報告 

  ①申請書類一式の提出を以て申込とする 

申請書類は以下のとおりとする 

   ・申請書 

   ・事業計画書 

   ・収支予算書 

   ・由布市長が発行する滞納のない証明書 

   ・新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少したことがわかる書類 



   ・住民票（個人の場合）または法人登記事項証明書（法人の場合） 

   ・その他必要な書類 

 

②申請者への支払は事業報告書提出後に精算払いとする 

事業報告の際の必要書類 

   は以下のとおりとする 

   ・事業報告書 

   ・事業実績書 

   ・収支決算書 

   ・契約書及び支払いを証する書類の写し 

   ・補助金の交付決定を受けた事業が実施されたことがわかる写真 

   ・請求書 

   ・その他必要な書類 

 

  ③申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の採択を取り消すこととする 

   ・補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

   ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

   ・本仕様書および事務局の指示に違反したとき 

   ・その他市長が適当でないと認めたとき 

 

 

                    【申請先・問い合わせ先】 

         由布市商工会 庄内本所 097-582-0094 

                  挾間支所 097-583-0235 

                  湯布院支所 0977-84-2445 


